






第� 節 計画策定�背景

１ 超高齢社会の到来

(1) 我が国の高齢化の状況

日本は､ 世界にも類を見ないスピードで高齢化が進行しています｡
全人口に占める65歳以上の高齢者人口の割合 (以下 ｢高齢化率｣ という｡) は20.1％ (注１) と

なっており､ また､ 平成24 (2012) 年以降には戦後生まれの ｢団塊の世代 (注２)｣ が高齢者とな
るなど､ 高齢化は今後更に加速します｡
国立社会保障・人口問題研究所の推計によると､ 日本の高齢化率は平成37 (2025) 年に30.5
％に達し､ 20年後には国民のおよそ３人に１人が高齢者という超高齢社会が到来すると予測さ
れています｡
また､ 高齢者人口のうち､ 特に75歳以上の後期高齢者人口割合は､ 平成37年までの約20年間
で２倍に増加し､ 全人口に占める後期高齢者人口の割合は､ 18.2％となると予測されています｡

(2) 東京都の高齢化の状況

① 高齢化の進行

東京都の65歳以上の高齢者人口は約230万人であり､ 高齢化率は18.9％となっています｡(注３)

高齢者人口は､ 平成27 (2015) 年まで急速に増加し､ その後は増加は続くものの､ おおむ
ね安定的に推移すると見込まれています｡
高齢者人口が増加する一方で､ 東京都の総人口は平成27 (2015) 年には1,300万人超に増

加し､ 平成32 (2020) 年以降､ 緩やかな減少に転じると見込まれています｡
そのため､ 高齢化率は上昇を続け､ 平成37 (2025) 年には26.3％に達し､ 20年後には都民
のおよそ４人に１人が65歳以上の高齢者という極めて高齢化の進んだ社会が到来することが
見込まれています (図表1-1-1)｡
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(注１) 平成17年度国勢調査結果
(注２) ｢団塊の世代｣

昭和22年から昭和24年のいわゆるベビーブーム時代の３年間に生まれた世代のこと｡
出生数約806万人｡

(注３) ｢住民基本台帳による東京都の世帯と人口｣ (平成19年１月) (東京都総務局)



② 後期高齢者人口の増加

東京都の高齢者人口の将来推計の推移を､ 前期高齢者と後期高齢者 (注４) に分けて見ると､
平成27年 (2015年) までは前期高齢者､ 後期高齢者ともに増加していきますが､ 平成32年
(2020年) には､ 後期高齢者の数が前期高齢者の数を上回り､ 65歳以上の半数以上を後期高
齢者が占めることが見込まれています｡ (図表1-1-2)
また､ 東京都の総人口に占める後期高齢者人口の割合は､ 平成37年までの約20年間で全国
と同様２倍以上に増加し15.8％となり､ 高齢者人口の約６割を占めるようになると予測され
ています｡
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図表1-1-1 東京都の年齢３区分人口の推移と将来推計

(注４) ｢前期高齢者と後期高齢者｣
65歳以上の高齢者のうち､ 65歳から74歳までを前期高齢者､ 75歳以上を後期高齢者という｡
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③ 全国との比較

平成17 (2005) 年から平成37 (2025) 年までの20年間で､ 65歳以上の高齢者人口割合の増
加率は全国が152％に対して東京都が144％､ また､ 75歳以上の後期高齢者人口割合の増加率
は全国が200％に対して東京都は203％となっており､ 東京都の高齢化のスピードは全国とほ
ぼ同じ状況で進展することが見込まれています｡
一方で､ 65歳以上の高齢者人口の増加数を平成17 (2005) 年から平成37 (2025) 年までの
20年間で見ると､ 東京都は100万人以上の増となり､ 他県と比較して､ 急激な高齢者数の増
加が見込まれています｡ (図表1-1-3)
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図表1-1-2 東京都の65歳以上人口の将来推計 (前期高齢者・後期高齢者内訳)

図表1-1-3 東京都の65歳以上人口の将来推計 (全国比較 (2005-2025年度))
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２ 国民医療費の動向

(1) 国民医療費の動向

平成17 (2005) 年度における国民医療費は､
33兆1,289億円で前年度の32兆1,111億円に比べ､
１兆178億円 (3.2％) の増で過去最高となり､
国民所得の9.01％ (前年度8.85％) を占めてい
ます｡
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図表1-1-4 国民医療費と対国民所得比の年次推移

図表1-1-5



過去10年の推移を振り返ると､ 国民医療費の伸び率は､ 毎年度国民所得の伸び率を上回って
います｡ (注１)

急速な高齢化の進展に伴い､ 老人医療費 (注２) は増加が著しく､ 昭和60 (1985) 年度には国
民医療費の約25％であったにもかかわらず､ 平成17 (2005) 年度には約35％に達しています｡
国においては､ 平成14 (2002) 年度､ 平成16 (2004) 年度及び平成18 (2006) 年度の診療報
酬のマイナス改定など､ 各年度において､ 国民医療費の抑制につながる取組を行っていますが､
こうした取組がない年度においては､ 国民医療費はおおむね年間１兆円 (年率約３～４％) ず
つ伸びる傾向にあります｡
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図表1-1-6 国民医療費の動向

(注１) 介護保険制度が導入された平成12年度のみ､ 国民所得の伸び率を下回っている｡
(注２) 老人医療の受給対象年齢は､ 平成14年10月に70歳以上から75歳以上に引き上げられたが､ 平成19年９月30

日までの経過措置により､ 75歳に向けて段階的に毎年１歳ずつ引き上げられているため､ 例えば平成17年10
月からは原則73歳以上が対象となっている｡
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３ 医療構造改革と東京都の取組

(1) 国の医療構造改革

国においては､ 少子高齢化の急速な進展や経済の低成長への移行､ 国民生活や意識の変化な
ど､ 社会・経済情勢の大きな環境変化に対応し､ 国民皆保険を堅持し､ 医療制度を将来にわた
り持続可能なものとしていくために医療構造改革に取り組んでいます｡

平成17年12月に､政府・与党医療改革協議会が発表した ｢医療制度改革大綱｣ では､ ①安心・
信頼の医療の確保と予防の重視､ ②医療費適正化の総合的な推進､ ③超高齢社会を展望した新
たな医療保険制度体系の実現の３つの基本的な考え方に基づき､ 患者､ 国民の視点から医療制
度の構造改革を推進することとされました｡

｢医療費適正化計画の策定｣ については､ 上記②の ｢医療費適正化の総合的な推進｣ に位置
付けられるもので､ 計画の策定に当たっては､ 国及び都道府県が協力し､ 生活習慣病対策や長
期入院の是正などの計画的な医療費適正化に取り組むこととされています｡
また､ 国は､ 中長期的な医療費適正化のための基本方針を策定するとともに､ 都道府県の目
標達成状況を踏まえ､ 計画達成の支援を実施することとなっています｡
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図表1-1-7 医療構造改革関連法の概要



(2) 東京都の取組
東京都における急速な高齢化や都民のライフスタイルの変化に的確に対応し､ 都民が安心し
て医療を受けることができる仕組みを将来にわたり､ 安定的なものとする必要があります｡

そのため東京都は､ 平成19年４月に学識経験者､ 医療関係団体､ 保険者団体､ 区市町村等の
委員で構成する ｢東京都医療費適正化計画検討委員会｣ (以下 ｢適正化計画検討委員会｣ とい
う｡) を設置し､ 東京都医療費適正化計画 (以下 ｢本計画｣ という｡) の策定に関する検討を行っ
てきました｡
また､ 本計画の策定に当たり､ 都民医療費の現状や課題を把握するため､ 適正化計画検討委
員会に専門部会を設置し､ 医療費の分析を行いました｡

この医療費分析の結果を踏まえるとともに､ 関連計画である ｢東京都健康推進プラン21｣､
｢東京都保健医療計画｣､ ｢東京都地域ケア体制整備構想｣ との調和を図り本計画を策定してい
ます｡
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第� 節 計画�基本的�考�方

｢医療費適正化｣ とは､ 単に医療費を抑制しようとすることではなく､ まず､ 都民の健康づ
くりの推進や良質で効率的な医療提供体制の確立及び介護サービス基盤の充実など､ 保健・医
療・福祉の各施策の取組を総合的・一体的に推進することであり､ その結果､ 都民医療費は都
民が安心し､ かつ､ 納得できる過不足ない水準を確保し続けることができます｡
本節では､ こうした視点や前節の計画策定の背景を踏まえ､ 計画の目的や位置づけ､ 他計画
との関連などを明らかにし､ 計画全般を貫く基本的な考え方を示します｡

１ 計画の目的等

(1) 計画の目的

本計画は､ すべての都民が必要な医療を安心して適切に受けられるよう､ 政策目標を定め､
都民の健康づくりの推進や良質で効率的な医療提供体制の確立及び介護サービス基盤の充実な
ど､ 予防から医療､ 介護に至る各施策の取組を総合的・一体的に推進することを目的としてお
り､ 都民医療費の適正水準の確保に資するものです｡

(2) 計画の位置付け

本計画は､ 高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和57年法律第80号｡ 以下 ｢高齢者医療確保
法｣ という｡) 第９条に基づき東京都が策定するものです｡
また､ 本計画は､ 東京の未来像を示した ｢10年後の東京｣ (平成18年12月策定) 及び平成18

年２月の ｢福祉・健康都市 東京ビジョン｣ (東京都福祉保健局) 策定以降､ 医療構造改革関
連法の成立等の国政の動きや社会状況の変化に対応するため､ ビジョンの基本方針を継承し､
平成19年１月に､ 平成19年度に実施する重点プロジェクトをまとめた ｢東京の福祉保健の新展
開 2007｣ 及び平成20年２月に平成20年度に展開する重点プロジェクトをまとめた ｢東京の福
祉保健の新展開 2008｣ における施策展開の基本的な考え方を踏まえ､ 作成しています｡

(3) 計画の期間

本計画は､ 第１期計画であり､ 平成20年度から平成24年度までの５年間を計画期間とします｡
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２ 他計画との関係等

本計画は､ 医療構造改革関連計画である､ ｢東京都健康推進プラン21｣ (平成20年３月一部改
定)､ ｢東京都保健医療計画｣ (平成20年３月改定)､ 及び ｢東京都地域ケア体制整備構想｣ (平
成19年12月策定) と以下のとおり調和・整合を図り､ 策定しています｡

(1) ｢東京都健康推進プラン21｣ との調和

東京都健康推進プラン21 (平成13年策定｡ 以下 ｢プラン21｣ という｡) は､ 健康増進法に基
づく ｢都道府県健康増進計画｣ であり､ 都民の健康づくり運動を総合的に推進するための指針
としての性格を有するものです｡
平成20年３月には､ 平成20年度から重点的に取り組むべき都民の健康課題として､ ｢糖尿病・
メタボリックシンドロームの予防｣ や ｢がんの予防｣ など､ ３つの重点課題を掲げるとともに､
新たに生活習慣病等に関する目標指標を追加した､ ｢東京都健康推進プラン２１新後期５か年
戦略｣ を策定しました｡
また､ 本計画との整合を図り､ 都民の健康づくりを一体的に推進するため､ 計画終期を平成
22年度から平成24年度に延長しています｡
このため､ プラン21の生活習慣病の予防の取組について､ 本計画に適切に反映させ､ 調和を
図っています｡

(2) ｢東京都保健医療計画｣ との調和

東京都保健医療計画 (以下 ｢保健医療計画｣ という｡) は､ 医療法第30条の４に基づく ｢医
療計画｣ を含むものであり､ 東京都の保健医療に関し､ 施策の方向を明らかにする ｢基本的か
つ総合的な計画｣ です｡
平成18年６月の第五次医療法改正により､ 医療提供制度の取組として､ がんや糖尿病をはじ
めとする疾病・事業ごとの医療連携体制の構築や医療機能情報の提供などが規定され､ 良質な
医療提供体制の確立を図ることとされました｡
この第五次医療法の改正等を反映し､ 近年の保健医療をめぐる社会情勢の変化などを踏まえ
て､ 平成20年３月に計画の改定を行いました｡ また､ 計画期間は平成20年度から平成24年度ま
でとなっており､ 本計画と整合します｡
このため､ 保健医療計画の良質かつ効率的な医療提供体制の取組等を､ 本計画に適切に反映
させ､ 調和を図っています｡
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(3) ｢東京都地域ケア体制整備構想｣ 及び ｢東京都高齢者保健福祉計画｣ との調和

東京都地域ケア体制整備構想 (以下 ｢地域ケア構想｣ という｡) は､ 医療構造改革関連法の
成立を受け､ 平成19年６月に国が示した ｢地域ケア体制の整備に関する基本指針の策定につい
て｣ (以下 ｢地域ケア体制基本指針｣ という｡) に基づき､ これから超高齢社会を迎える東京都
のケア体制を整備するための基本的理念を構築したもので､ 平成19年12月に策定しました｡
この地域ケア構想は､ 介護サービス､ 在宅医療等を提供する地域ケア体制の整備及び療養病
床の再編成を進めるに当たっての基本的な考え方や療養病床の転換の推進方策 (療養病床転換
計画) などが盛り込まれており､ 本計画と密接に関連します｡
このため､ 地域ケア構想における ｢地域ケア体制の将来像｣ に示す介護保険サービスや在宅
医療に係る取組､ 療養病床の再編成への取組等を､ 本計画に適切に反映させ､ 調和を図ってい
ます｡
なお､ 地域ケア体制整備構想で構築した理念は､ 東京都高齢者保健福祉計画において､ その
理念を実現するための具体的な取組として展開し､ 実施していくこととしています｡
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